
住宅の応急修理の手続き及び流れ
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修理内容の説明

①罹災証明書の交付手続き
・資産税課（0258-39-2213）へ

④申請書の提出 ※R6.6.28〆
都市政策課へ郵送又は持参

＜提出書類＞
・住宅の応急修理申込書（様式1-1）

・住宅の被害状況に関する申出書（様式1-2）

・資力に関する申出書（様式2）

・修理見積書（様式3）

・修理業者の工事見積書
・罹災証明書の写し
・修理前の被害状況がわかる写真

修理業者による工事の実施

〒940-0062 長岡市大手通2-6 フェニックス大手イースト8階
担 当：長岡市都市政策課住宅政策班
電 話：0258-39-2265 メール：toshisei@city.nagaoka.lg.jp

③修理内容の事前相談
・都市政策課（下記担当）へ

修理業者

⑦修理実施の連絡
・修理実施連絡書(様式5)の発行

修理業者

⑧報告書の提出 ※R6.12.31〆
・工事完了報告書（様式7）

・修理見積書(様式3)の写し
・写真（修理前、修理中、修理後）

修理費用の確定

請求書の確認、支払い

請求書の提出

工事契約
※自己負担分

②申請書の入手
・市ホームページからダウンロード
・都市政策課窓口（下記担当）へ

⑤修理依頼書(様式4)の発行

⑥請書(様式6)、誓約書提出


